
（単位：百万円）

24,667 260,700 

預 貯 金 24,667 2,708 

238,902 257,992 

国 債 90,992 4,469 

地 方 債 2,020 70 

社 債 130,809 1,792 

外 国 証 券 15,080 6 

367 645 

建 物 126 1,121 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 241 10 

7,509 8 

ソ フ ト ウ ェ ア 6,248 83 

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 1,261 380 

0 222 

129 267,719 

16,103 

未 収 金 10,679 60,000 

前 払 費 用 3,699 60,000 

未 収 収 益 957 60,000 

預 託 金 130 97,661 △      

仮 払 金 8 97,661 △      

そ の 他 の 資 産 628 繰 越 利 益 剰 余 金 97,661 △      

2,112 22,338 

1 △            

22,073 

289,792 289,792 

資 本 金

資 本 剰 余 金

純資産の部　合計

資産の部合計 負債及び純資産の部合計

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

その他有価証券評価差額金

株 主 資 本 合 計

再 保 険 貸 負債の部　合計

そ の 他 資 産 （ 純 資 産 の 部 ）

未 払 費 用

預 り 金

賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

代 理 店 貸 価 格 変 動 準 備 金

代 理 店 借

再 保 険 借

そ の 他 負 債

未 払 法 人 税 等

有 形 固 定 資 産 未 払 金

△　　　　265 

△　　　　265 

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

2021年度（2022年3月31日現在） 貸借対照表

科　　　目 科　　　目

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

金　　額 金　　額

無 形 固 定 資 産 仮 受 金

支 払 備 金

有 価 証 券 責 任 準 備 金



注記事項

（貸借対照表関係）

 

    建物は定額法、その他は定率法によっております。

   （３）無形固定資産の減価償却の方法

    自社利用のソフトウェアは利用可能期間に基づく定額法によっております。

   （４）外貨建資産等の本邦通貨への換算基準

    外貨建資産・負債は、3月末日の為替相場により円換算しております。

   （５）貸倒引当金の計上方法

  １．会計方針に関する事項

    (１)有価証券の評価基準及び評価方法

    満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については3月末日の市場価格等に基づく

　　時価法（売却原価の算定は移動平均法）によっております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により

　　処理しております。

   （２）有形固定資産の減価償却の方法

　　責任準備金は、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、保険業法第116条の規定に基づき、保険料及び責任準備金

　　の算出方法書（保険業法第4条第2項第4号）に記載された方法に従って計算し、積み立てております。

　　責任準備金のうち保険料積立金については、保険業法施行規則第69条第4項第4号の規定に基づいて計算しており、5年チルメル式に

　　よる保険料積立金の他、保険業法施行規則第69条第4項第1号（標準責任準備金による積立）の規定に基づく積立に向け、11,857百万

　　円を計上しております。

　　収納した保険料のうち、期末時点において未経過となっている期間に対応する部分については、保険業法第116条及び保険業法施行

    従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、計上しております。

    退職給付に係る会計処理の方法は、次のとおりであります。

    　退職給付見込額の期間帰属方法　　給付算定式基準

    従来、退職給付債務の計算を簡便法によっておりましたが、退職給付債務の計算対象となる従業員が300人を超えたため、当期末より

    原則法による計算に変更しております。当該変更による退職給付債務の増加額236百万円は、退職給付費用として計上しております。

   （８）責任準備金の積立方法

    貸倒引当金は、「資産査定規程」及び「償却・引当規程」に則り、必要と認める額を計上しております。すべての債権は、「資産

　　査定規程」に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果

　　に基づいて上記の引当を行っております。

   （６）賞与引当金の計上方法

    従業員の賞与に充てるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

   （７）退職給付引当金の計上方法

   （１）金融商品の状況に関する事項

　　当社の資産運用は、生命保険契約の負債特性に応じた資産及び負債の総合的管理（ALM）を推進し、公社債等の運用により中長期

　　的に安定した収益の確保を図っております。

　　当社の主な金融商品のうち、公社債（国債、地方債及び社債）及び外国証券（公社債）については、市場リスク（市場金利等の変

    動により価格が変動するリスク）及び発行体等の信用リスクに晒されております。

    当社は、取締役会で策定している「資産運用リスク管理方針」において、資産運用リスクのリスク管理部門を定め、資産運用全体

    価格変動準備金は保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。

   （１０）消費税及び地方消費税の会計処理

    税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、前払費用に

　　計上し5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理しております。

　２．金融商品の状況に関する事項、金融商品の時価等に関する事項及び金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項は次のとおり

　　　であります。

　　規則第69条第1項第2号の規定に基づき、責任準備金に積み立てております。

　　また、責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第3号の規定に基づき、保険契

　　約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。

　　なお、保険業法第121条第１項及び保険業法施行規則第80条の規定に基づき、毎決算期において責任準備金が適正に積み立てられて

　　いるかどうかを、保険計理人が確認しております。

   （９）価格変動準備金の計上方法

    のリスクを管理する体制を整備しております。合わせて、「資産運用リスク管理規程」において、金融商品に関する資産運用リス

    クである「市場リスク」「信用リスク」のそれぞれについてリスク管理の枠組みを定めるとともに、具体的なリスク管理手法を定

    め、リスクの定量的かつ統合的な把握・管理に努めております。また、資産運用リスクの管理部門は、投資の執行部から独立する



　満期保有目的の債券

　その他有価証券

種類

公社債

公社債

公社債

外国証券
（公社債）

公社債

外国証券
（公社債）

（２）金融商品の時価等に関する事項

　　当期末における主な金融商品に係る貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現金及び

　　預貯金は、主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額

    統合的なリスク量としてバリュー・アット・リスク（VaR）を計測し、これを市場リスクに備えたリスク・リミット（含み損益や売

    却損益等を考慮）と比較することで管理しております。

　　信用リスクについては、発行体の格付に応じて投資限度額を定め、投資残高が限度内であることを随時モニタリングするとともに、

　　格付を定期的にモニタリングし信用状況の変化を管理しております。さらに、投資残高にリスク係数を乗じる等の方法によりリス

　　ク量を計測し、これを信用リスクに備えたリスク・リミットと比較することで管理を行っております。

    ことで、組織面においても内部牽制機能を確保し、執行部に方針及び諸規程を遵守させることにより、実効性の高いリスク管理体

    制の構築を図っております。取締役会は、リスク管理状況の報告を受け、経営の意思決定を行っております。

    市場リスクについては、金融商品の価値がマーケットの変化により、どの程度の損失を被る可能性があるかを把握・分析するため、

貸借対照表計上額 時価 差額

 時価が貸借対照表計上額を超え
 るもの

63,087 71,551 8,464

170,234 170,234 -

　　 （注１）有価証券に関する事項

　　　　 満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）

 有価証券 238,902 247,093 8,190

68,668 76,858 8,190

　　     その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次のとおり

　　　   であります。

　（単位：百万円）

種類
取得原価又は 貸借対照表

差額
償却原価

 時価が貸借対照表計上額を超え
 ないもの

5,581 5,307 △ 273

合計 68,668 76,858 8,190

合計 170,591 170,234 △ 356

　　 （注２）金銭債権及び満期がある有価証券の償還予定額

　（単位：百万円）

 貸借対照表計上額が取得原価又
 は償却原価を超えないもの

75,571 71,535 △ 4,036

9,997 9,766 △ 231

計上額

 貸借対照表計上額が取得原価又
 は償却原価を超えるもの

79,725 83,618 3,892

5,296 5,314 17

　満期保有目的の債券 - 29 29,308 39,101

　その他有価証券 4,437 33,797 28,638 90,162

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

 有価証券 4,437 33,826 57,946 129,263

　　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

※期間の定めのないものは含めておりません。

   （３）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、次の3つのレベルに分類しております。

　　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価



　その他有価証券

国債

地方債

社債

外国証券（公社債）

　満期保有目的の債券

国債

地方債

社債

113百万円

34百万円

△3百万円

236百万円

380百万円

380百万円

380百万円

34百万円

236百万円

271百万円

　（単位：百万円）

時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、

　　時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

　　①時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品

- 112,842 - 112,842

- 15,080 - 15,080

42,090 - - 42,090

- 220 - 220

 有価証券 42,090 128,143 - 170,234

42,090 128,143 - 170,234

 有価証券 55,837 21,020 - 76,858

55,837 21,020 - 76,858

　　②時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品

　（単位：百万円）

時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

　　　　　　　有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に

　　　　　　　国債がこれに含まれます。

　　　　　　　公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しており、主に地方債、社

　　　　　　　債、外国証券（公社債）がこれに含まれます。

　　　　　　　なお、レベル3の時価に分類される有価証券はありません。

- 18,989 - 18,989

　　 （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

　　　　（１）有価証券

55,837 - - 55,837

- 2,031 - 2,031

　　当期より、「時価の算定に関する会計基準」(2019 年7月4日　企業会計基準第30号)等の適用に伴い、「金融商品の時価のレベル

　　ごとの内訳等に関する事項」の注記を追加しております。

  ３．保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当期末における当社の今後の負担見積額は、469百万円であり

　　　ます。

　 なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。

  ４．退職給付に関する事項は次のとおりであります。

    簡便法で計算した退職給付費用

    原則法への変更に伴う影響額

    確定給付制度に係る退職給付費用

   　 原則法への変更に伴う影響額

    期末における退職給付債務

   （３）退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

    非積立型制度の退職給付債務

    退職給付引当金

   （４）退職給付に関連する損益

   （１）採用している退職給付制度の概要

    当社は退職一時金制度を採用しており、勤務期間等に基づいた一時金を支給します。

   （２）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

    期首における退職給付債務

    　簡便法で計算した退職給付費用

    　退職給付の支払額



0.906%

　

   （５）数理計算上の計算基礎に関する事項

   当期末における主要な数理計算上の計算基礎は次のとおりであります。

  　 割引率

  ５．有形固定資産の減価償却累計額は、408百万円であります。

　６．関係会社に対する金銭債権の総額は、7,516百万円、金銭債務の総額は、47百万円であります。

　７．繰延税金資産の総額は、4,755百万円であります。繰延税金資産のうち評価性引当額として控除した額は、2,642百万円であります。

　　　繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、繰越欠損金2,443百万円、保険契約準備金1,563百万円であります。

　　　繰延税金資産から評価性引当額として控除した額のうち、繰越欠損金に係る評価性引当額は2,443百万円、将来減算一時差異等の合計

　　　に係る評価性引当額は199百万円であります。

  繰越欠損金（※） 104 692 1,646 2,443

　評価性引当額 △ 104 △ 692 △ 1,646 △ 2,443

　　　繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額は次のとおりであります。

　（単位：百万円）

1年以内 1年超5年以内 5年超 合計

　１０．追加情報

   （１）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

    当社は連結納税制度を適用しており、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算

    制度に関して、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日　企業会

    計基準委員会　実務対応報告第39号）により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいており

    ます。

　　　当期における税効果会計適用の法定実効税率は、回収又は支払が見込まれる期間が2022年4月1日以降のものについては28.00％であ

　　　ります。

　８．保険業法施行規則第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額は、

　　　1百万円であります。

　９．1株当たり純資産額は、18,394円27銭であります。

　繰延税金資産 - - - -

　　　     (※)繰越欠損金は、地方税に係る法定実効税率を乗じた額であります。



（単位：百万円）

経　　常　　収　　益 69,095

66,473

66,210

262

2,606

2,606

預 貯 金 利 息 0

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 2,605

15

15

経　　常　　費　　用 99,461

14,331

1,165

39

11,162

1,680

36

246

36,209

1,060

35,149

0

0

0

42,007

6,912

4,428

2,216

267

経　　常　　損　　失 30,366

特　　別　　損　　失 34

0

34

30,400

△  7,401

△    368

△  7,770

22,630

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

税 引 前 当 期 純 損 失

法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

当 期 純 損 失

固 定 資 産 等 処 分 損

資 産 運 用 費 用

支 払 利 息

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

事 業 費

そ の 他 経 常 費 用

税 金

減 価 償 却 費

退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額

そ の 他 経 常 収 益

そ の 他 の 経 常 収 益

保 険 金 等 支 払 金

保 険 金

年 金

給 付 金

解 約 返 戻 金

そ の 他 返 戻 金

再 保 険 料

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

支 払 備 金 繰 入 額

科　　　　　　目 金　　　　　　額

保 険 料 等 収 入

保 険 料

再 保 険 収 入

資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

2021年度
2021年 4月01日から
2022年 3月31日まで

損益計算書



注記事項

（損益計算書関係）

　　　(１)親会社及び法人主要株主等 (単位：百万円)

種類 取引金額 科目

20,000 -

7,408 未収金

　　　(２)兄弟会社等 (単位：百万円)

種類 取引金額 科目

親会社の
子会社

31,969 未収金

　て、支払備金を積み立てております。

　１．保険料は、原則として、収納があり、保険契約上の責任が開始しているものについて、当該収納した金額により計上しております。

　２．保険金等支払金は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額により計

　上しております。

　なお、保険業法第117条及び保険業法施行規則第72条の規定に基づき、期末時点において支払義務が発生したもの、または、まだ支払事由

　の報告を受けていないものの支払事由が既に発生したと認められるもののうち、それぞれ保険金等の支出として計上していないものについ

会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容 当期末残高

　３．関係会社との取引による収益の総額は、15百万円、費用の総額は、1,499百万円であります。

　なお、上記の他に連結納税に伴う受取予定額7,408百万円を計上しております。

　４．責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金繰入額の金額は、0百万円であります。

　５．1株当たり当期純損失は、22,445円95銭であります。

　６．関連当事者との取引は以下のとおりであります。

役員の受入
出向者の受入
連結納税等

増資の引受
（注）

　　　　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　（注） 当社の行った株主割当増資を、住友生命保険相互会社が１株につき100,000円で引き受けたものであります。

会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容 当期末残高

-

連結納税に伴
う受取予定額

7,408

親会社
住友生命保険
相互会社

被所有
直接100.0%

株式会社
シーエスエス

-
保険料等の
集金事務委託

集金保険料等
の受取額

3,093


